
重点課題「地域全体での
医療従事者確保対策」について

令和６年３月２７日

根室保健医療福祉圏域連携推進会議

兼根室圏域地域医療構想調整会議
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資料４



令和６年度根室地域医療従事者確保事業

根室振興局の独自事業である「地域政策推進事業」の一つとして位置付け
て、令和３年度から令和７年度までの５カ年事業として計画、令和６年度は
最終年に向けた準備の年になります。

令和６年度の主な取り組み予定は、次のとおりです。

2

時期 内容 摘要

４月 従事者確保専用HPの更新 キラリ☆未来ナースのページを更新

４月～ Ｗｅｂアンケート集計 集計結果について検討

５月 従事者確保専用HPの更新 従事者募集状況の更新（４月末現在）

６月２日 キラリ☆未来ナース キラリ☆未来ナースの開催

６月～ 新規事業検討 根室保健医療福祉圏域連携推進会議

９月 事業報告・新規事業検討 根室保健医療福祉圏域連携推進会議

10月 次年度事業予算要求 根室振興局独自事業予算要求資料作成

11月 従事者確保専用HPの更新 従事者募集状況の更新（10月末現在）

12月 新規事業検討 根室保健医療福祉圏域連携推進会議

３月 次年度事業計画の策定 根室保健医療福祉圏域連携推進会議

随時 従事者確保専用HPの更新 根室圏域からのメッセージ寄稿文掲載



根室地域医療従事者確保事業について

3

医療従事者の確保は、根室圏域における長年の課題となっ
ています。また、各市、町、医療機関等において、様々な取
組を行っているところです。

当協議会においても、地域医療構想実現に向けた当圏域に
おける最重点課題を「地域全体での医療従事者確保対策」と
し、地域全体で取り組むことの出来る方策等について検討し
てきました。

前回の協議会において、地域全体で取り組むことのできる
方策を検討するため、地域の行政や医療機関等の職員に対し
ｗｅｂアンケートを実施することを決定したところです。

【事業の構成】

１ 保健医療福祉圏域連携推進会議、地域医療構想調整会議
等における協議～施策の検討、計画、実施決定、改善など

２ 施策の実施（地域共同で実施）

３ 看護師養成校の合同説明会の開催（R3～R7）

４ 従事者確保専用HPの改修（更新と充実）

【ｗｅｂアンケート結果（速報）】

令和6年3月13日現在（3月5日発出）

回答数 ３８

内訳 医療関係職場 ２８ 保健関係職場 ９

福祉関係職場 １



令和６年度キラリ☆未来ナース事業計画について

4

令和６年度の事業計画（案）は次のとおりです。

令和６年度 「キラリ☆未来ナース～デリバリーオープンキャパス～
（看護体験＆説明会）」事業計画（案）

目的 根室圏域の地域医療構想実現に向けた最重点課題が医療従事者の確保と
なっており、特に看護師は、病院に限らず訪問看護事業者や介護老人保健
施設等地域の保健医療福祉関係事業全般に渡って不足していることに加え、
釧路市内の看護師養成校進学者も減少傾向にある。
このため、圏域内の高校生を対象として、最も身近にある釧路地域の養

成校各校の魅力や、看護師の魅力とやりがい、進学に必要な修学資金など
の情報を伝えることにより、看護師を目指す高校生の増加を図るとともに、
魅力ある職場情報を圏域の保健・医療・福祉職場から発信し、本事業を通
じて高校生のみならず、地域全体での医療従事者確保に向けた意識の醸成
を図ることを目的とする。

参加対象 根室圏域１市４町に在住する高校生とその保護者を基本とし、希望に応じ、
近隣圏域からの参加も可とする。

開催日 令和６年６月２日（日）１３：００～１５：３０

開催場所 別海町生涯学習センター「みなくる」
野付郡別海町別海旭町149番地 電話：０１５３－７５－２１４６
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令和６年度キラリ☆未来ナース事業計画について
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開催チラシ（案）
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令和６年度キラリ☆未来ナース事業計画について
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令和６年度 「キラリ☆未来ナース～デリバリーオープンキャパス～」
（看護体験＆説明会）事業計画（案）

開催内容 １ 養成校の先生、地域で働く現役看護師さんからのお話
２ グループセッション
３ 看護師体験、養成校ブース

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 12:30 受付開始
13:00 開会、イメージの記入
13:05 看護師さん等からお話（１０～１５分×４人）
14:00 休憩
14:05 グループセッション（４０分）【新規】
14:45 行政からのお知らせ
14:50 看護体験、養成校ブース
15:30 閉会、事後アンケート記載・回収

送迎 送迎実施予定
根室市～別海町会場
羅臼高校～標津高校～中標津高校～別海町会場

その他 事後フォローとして、北海道根室振興局ホームページ内にキラリ☆未来
ナースのページを開設するとともに、参加者相談窓口を設置、電子申請シ
ステムを活用し相談を受け付け、事務局を通じて質疑応答を行う。
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